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１．工事概要　　　

（１）工事名　　 　国立療養所宮古南静園汚水処理施設非常用発電設備更新工事

（２）工事場所　　国立療養所宮古南静園汚水処理施設　

（３）工期　　　　　契約締結の翌日から令和４年１１月３０日まで

２．共通事項

① 本仕様書に記載されていない事項や詳細については、「公共建築工事標準仕様書」及び「公共建築改修工事

標準仕様書」　（国土交通大臣官房営繕部監修）に準ずることとする。
② 関係官公署その他の関係機関へ届出手続等が必要な事項については、受注者において遅滞なく行うこと。
③ 材料は新品とし、日本工業規格に適合したものとすること。なお、材料の品質が明示されていない場合は、均

衡を得た品質の物にすること。

④ 発生材については、引渡を要するものは指示された場所に整理のうえ監督職員に引き渡す。引渡を要しないも

のは関係法令に従い適切に処理すること。
⑤ 現場においては、現場代理人が責任者となって関係法令に従い安全・衛生に関する管理をおこなうこと。また、

常に整理整頓をおこなうこと。
⑥ 工事の完了に際しては、当該設置に関する部分の後片づけ及び清掃を確実に行うこと。

⑦ 工事にあたっては、施工部分以外の施設・設備等に損傷等を与えないよう十分に注意するものとし、必要となる

養生を適切に行うこと。万一他の施設・設備等に損傷等を与えた場合は、受注者の責任において原状回復する

こと。
⑧ 非常用発電設備としての規格を満たし、検査に合格していること。

３．工事仕様等

（１）整備対象機構成

１）発電機

   ・定格出力：29.1/34.0㎾

   ・定格電圧：200/220V

   ・相数：３相3線

   ・極数：2極

   ・定格力率：80％（遅れ）

２）エンジン

   ・燃焼方式：直接噴射式

   ・定格出力：29.1/34.0㎾

   ・回転速度：３０００/３６００min⁻1

   ・総排気量：１．４９６Ｌ

   ・バッテリー種類：ＲＥＨ

   ・バッテリー容量：ＤＣ１２Ｖ－２４ＡＨ

４．機器選定について、下記の要件を満たすこと。

沖縄県に研修を受けた特約店技術者を配置し、２４時間365日受付可能で迅速な保守メンテナンス対応を

行うことができる体制の機器であること。

５．設置場所

国立療養所宮古南静園汚水処理施設

６．履行期間及び納入期限

① 履行期間は、契約締結日の翌日～令和４年１１月３０日までとする。

② 工事完成後、直ちに工事概要を記載した工事完了報告書を提出すること。また、検査の結果、工事完了報告書

に修正する必要が生じた場合、受注者は直ちに工事完了報告書を修正し、速やかに修正が反映されたものを

提出すること。


